
 

議

案

第

十

二

号 

 
 

 

港

区

介

護

保

険

に

お

け

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー 

ビ

ス

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

三

年

二

月

十

七

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

介

護

保

険

に

お

け

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー 

ビ

ス

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

等

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

（

港

区

介

護

保

険

に

お

け

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

一

条 

港

区

介

護

保

険

に

お

け

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

（

平

成

二

十

五

年

港

区

条

例

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

六

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

 

３ 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

利

用

者

の

人

権

の

擁

護

、

虐

待

の

防

止

等

の

た

め

、

必

要

な



 

体

制

の

整

備

を

行

う

と

と

も

に

、

そ

の

従

業

者

に

対

し

、

研

修

を

実

施

す

る

等

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

４ 
指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

法

第

百

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

介

護

保

険

等

関

連

情

報

そ

の

他

必

要

な

情

報

を

活

用

し

、

適

切

か

つ

有

効

に

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 
 

第

十

六

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

 

３ 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

利

用

者

の

人

権

の

擁

護

、

虐

待

の

防

止

等

の

た

め

必

要

な

体

制

の

整

備

を

行

う

と

と

も

に

、

そ

の

従

業

者

に

対

し

、

研

修

を

実

施

す

る

等

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

４ 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

法

第

百

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

介

護

保

険

等

関

連

情

報

そ

の

他

必

要

な

情

報

を

活

用

し

、

適

切

か

つ

有

効

に

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

港

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

に

係

る

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正 

第

二

条 

港

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

に

係

る

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

（

平

成

三

十

年

港

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

三

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

 

５ 

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

は

、

利

用

者

の

人

権

の

擁

護

、

虐

待

の

防

止

等

の

た

め

、

必

要

な

体

制

の

、 ） 



 

整

備

を

行

う

と

と

も

に

、

そ

の

従

業

者

に

対

し

、

研

修

を

実

施

す

る

等

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

６ 
指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

は

、

指

定

居

宅

介

護

支

援

を

提

供

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

法

第

百

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

介

護

保

険

等

関

連

情

報

そ

の

他

必

要

な

情

報

を

活

用

し

、

適

切

か

つ

有

効

に

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

港

区

指

定

介

護

予

防

支

援

等

に

係

る

事

業

の

人

員

及

び

運

営

並

び

に

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

） 

第

三

条 

港

区

指

定

介

護

予

防

支

援

等

に

係

る

事

業

の

人

員

及

び

運

営

並

び

に

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

（

平

成

二

十

七

年

港

区

条

例

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 
 

第

三

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。 

 

５ 

指

定

介

護

予

防

支

援

事

業

者

は

、

利

用

者

の

人

権

の

擁

護

、

虐

待

の

防

止

等

の

た

め

、

必

要

な

体

制

の

整

備

を

行

う

と

と

も

に

、

そ

の

従

業

者

に

対

し

、

研

修

を

実

施

す

る

等

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 

６ 

指

定

介

護

予

防

支

援

事

業

者

は

、

指

定

介

護

予

防

支

援

を

提

供

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

法

第

百

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

介

護

保

険

等

関

連

情

報

そ

の

他

必

要

な

情

報

を

活

用

し

、

適

切

か

つ

有

効

に

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 



 

 
 

 

付 

則 
（

施

行

期

日

） 

１ 

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

港

区

介

護

保

険

に

お

け

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

関

す 

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

に

伴

う

経

過

措

置

） 

２ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

令

和

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

介

護

保

険

に

お

け

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

第

六

条

第

三

項

及

び

第

十

六

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

講

じ

な

け

れ

ば

」

と

あ

る

の

は

、

「

講

ず

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

」

と

す

る

。 

（

港

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

に

係

る

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正 

に

伴

う

経

過

措

置

） 

３ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

令

和

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

に

係

る

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

第

三

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

講

じ

な

け

れ

ば

」

と

あ

る

の

は

、

「

講

ず

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

と

す

る

。 

（

港

区

指

定

介

護

予

防

支

援

等

に

係

る

事

業

の

人

員

及

び

運

営

並

び

に

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の 

方

法

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

の

一

部

改

正

に

伴

う

経

過

措

置

） 

」 



 

４ 

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

令

和

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

第

三

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

指

定

介

護

予

防

支

援

等

に

係

る

事

業

の

人

員

及

び

運

営

並

び

に

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

第

三

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

講

じ

な

け

れ

ば

」

と

あ

る

の

は

、

「

講

ず

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

」

と

す

る

。 

（

説 

明

） 

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

（

令

和

三

年

厚

生

労

働

省

令

第

九

号

）

の

施

行

に

よ

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

（

平

成

十

八

年

厚

生

労

働

省

令

第

三

十

四

号

）

、

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

（

平

成

十

八

年

厚

生

労

働

省

令

第

三

十

六

号

）

、

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

（

平

成

十

一

年

厚

生

省

令

第

三

十

八

号

）

及

び

指

定

介

護

予

防

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

並

び

に

指

定

介

護

予

防

支

援

等

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

（

平

成

十

八

年

厚

生

労

働

省

令

第

三

十

七

号

）

の

一

部

改

正

を

踏

ま

え

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

に

係

る

一

般

原

則

等

を

改

定

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


